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(54)【発明の名称】 入力装置、入出力処理装置及び入出力処理方法

(57)【要約】
【課題】  患者情報等の所定の項目のデータを入力する
手間を軽減可能な入力装置、入出力処理装置及び入出力
処理方法を提供することを実現する。
【解決手段】  入出力処理装置としての超音波診断装置
は、超音波内視鏡３と、ビデオプロセッサ４と、装置本
体６と、キーボード７とから構成される。前記キーボー
ド７は、患者ＩＤや名前等の患者情報である文字情報を
入力する各種入力操作キー２１と、この入力操作キー２
１の操作により入力された患者情報をコードデータとし
て記憶するコード記憶部２２と、前記コード記憶部２２
に記憶された患者データを前記装置本体６から前記ビデ
オプロセッサ４に転送するための転送制御キー２３と、
この転送制御キー２３及び前記各種入力操作キー２１の
操作に基づき、キーボード７内を制御するＫＢＣＰＵ２
４とから構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定の項目のデータを入力する入力手段
と、
前記入力手段で入力されたデータを記憶するコード記憶
手段と、
前記コード記憶手段に記憶されたデータを第１の装置に
出力する出力手段と、
前記出力手段から出力された前記コード記憶手段のデー
タを前記第１の装置から第２の装置に転送するように指
示するための転送指示手段と、
前記転送指示手段の指示に応じて前記第１の装置から前
記第２の装置に転送制御する転送制御手段と、
を具備したことを特徴とする入力装置。
【請求項２】  所定の項目のデータを入力する入力手段
と、前記入力手段で入力されたデータを記憶するコード
記憶手段と、前記コード記憶手段に記憶されたデータを
出力する出力手段と、前記出力手段から出力された前記
コード記憶手段のデータを所定の装置に転送するように
指示するための転送指示手段と、前記転送指示手段の指
示に応じて前記コード記憶手段に記憶されたデータを前
記所定の装置に転送制御する転送制御手段と、を具備し
た入力装置と、
前記入力装置の前記出力手段から入力されたデータを画
像に重畳して表示手段に表示可能とすると共に、前記転
送制御手段により前記所定の装置に転送する画像処理装
置と、
を具備したことを特徴とする入出力処理装置。
【請求項３】  所定の項目のデータを入力する入力手段
と、前記入力手段で入力されたデータを記憶するコード
記憶手段と、前記コード記憶手段に記憶されたデータを
出力する出力手段と、前記出力手段から出力された前記
コード記憶手段のデータを転送するように指示するため
の転送指示手段と、前記転送指示手段の指示に応じて前
記コード記憶手段に記憶されたデータを転送制御する転
送制御手段と、を具備した入力装置と、
前記入力装置の前記出力手段から入力されたデータを画
像に重畳して表示手段に表示可能とすると共に、前記転
送制御手段により転送する第１の画像処理装置と、
前記第１の画像処理装置から前記転送制御手段により転
送されたデータを画像に重畳して表示手段に表示可能と
する第２の画像処理装置と、
を具備したことを特徴とする入出力処理装置。
【請求項４】  所定の項目のデータを入力する入力工程
と、
前記入力工程で入力されたデータを記憶するコード記憶
工程と、
前記コード記憶工程で記憶されたデータを第１の画像処
理装置に出力する出力工程と、
前記出力工程から入力されたデータを画像に重畳して表
示工程で表示する第１の画像処理工程と、 *

2
*前記出力工程から出力された前記コード記憶工程のデー
タを転送するように指示するための転送指示工程と、
前記転送指示工程の指示に応じて前記コード記憶工程で
記憶されたデータを転送制御する転送制御工程と、
前記転送制御工程により前記出力工程から入力されたデ
ータを第２の画像処理装置に転送する転送工程と、
前記第１の画像処理装置から前記転送制御工程により転
送されたデータを画像に重畳して表示工程で表示する第
２の画像処理工程と、
を具備したことを特徴とする入出力処理方法。
【請求項５】  画像信号及び文字情報のイメージデータ
が含まれる信号を入力する入力手段と、
前記入力手段により入力された前記信号を記憶する記憶
手段と、
前記記憶手段に記憶された前記信号を読み出して画像と
して表示手段に表示可能に処理し、画像信号として出力
する画像処理手段と、
前記表示手段に表示される画像のうち前記文字情報を表
示している領域を選択する文字領域選択手段と、
前記文字領域選択手段で選択された領域のデータから文
字認識を行う文字認識手段と、
前記文字認識手段により認識された文字情報を前記画像
信号に関連する第２の画像に関連付けて第２の記憶手段
に記憶させる制御手段と、
を具備したことを特徴とする入力装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、所定の項目のデー
タを入力して記憶し、所定の装置に転送する入力装置、
入出力処理装置及び入出力処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に超音波診断装置は超音波内視鏡も
しくは超音波探触子を使用し、生体への超音波を送受波
し、得られたエコー信号に対し、様々な信号処理を行う
ことにより、生体の断層画像を生成し表示する装置であ
る。また近年、内視鏡と組合せて使用することにより、
病変部の形態観察を行う内視鏡診断に、超音波断層情報
を加えた診断が行われている。
【０００３】このような超音波診断装置は、内視鏡で得
られた被写体像を信号処理するビデオプロセッサと、超
音波内視鏡もしくは超音波探触子からの超音波エコー信
号を信号処理する超音波診断装置本体とを１つのキーボ
ードにより操作し、１台のモニタで内視鏡画像・超音波
画像を切り替えて、もしくはサブスクリーン機能により
１つの画面で両方同時に表示することにより、診断を行
っている。そして、内視鏡画像・超音波画像とも管理情
報として患者識別用ＩＤ番号、患者名などの各種の文字
情報の入力を行って診断を行うことが一般的である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
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うな従来の超音波診断装置においては、図５に示すよう
な超音波画像の表示状態にした後、キーボードにより超
音波診断装置本体に患者ＩＤや名前等の患者情報を入力
し、その後、キーボードの画面切換キー等により、図６
に示すような内視鏡画像の表示状態にした後、キーボー
ドによりビデオプロセッサに患者ＩＤ等を再度入力しな
ければならず、煩雑であった。
【０００５】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、患者情報等の所定の項目のデータを入力する手
間を軽減可能な入力装置、入出力処理装置及び入出力処
理方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
本発明の請求項１に記載の入力装置は、所定の項目のデ
ータを入力する入力手段と、前記入力手段で入力された
データを記憶するコード記憶手段と、前記コード記憶手
段に記憶されたデータを第１の装置に出力する出力手段
と、前記出力手段から出力された前記コード記憶手段の
データを前記第１の装置から第２の装置に転送するよう
に指示するための転送指示手段と、前記転送指示手段の
指示に応じて前記第１の装置から前記第２の装置に転送
制御する転送制御手段と、を具備したことを特徴として
いる。本発明の請求項２に記載の入出力処理装置は、所
定の項目のデータを入力する入力手段と、前記入力手段
で入力されたデータを記憶するコード記憶手段と、前記
コード記憶手段に記憶されたデータを出力する出力手段
と、前記出力手段から出力された前記コード記憶手段の
データを所定の装置に転送するように指示するための転
送指示手段と、前記転送指示手段の指示に応じて前記コ
ード記憶手段に記憶されたデータを前記所定の装置に転
送制御する転送制御手段と、を具備した入力装置と、前
記入力装置の前記出力手段から入力されたデータを画像
に重畳して表示手段に表示可能とすると共に、前記転送
制御手段により前記所定の装置に転送する画像処理装置
と、を具備したことを特徴としている。本発明の請求項
３に記載の入出力処理装置は、所定の項目のデータを入
力する入力手段と、前記入力手段で入力されたデータを
記憶するコード記憶手段と、前記コード記憶手段に記憶
されたデータを出力する出力手段と、前記出力手段から
出力された前記コード記憶手段のデータを転送するよう
に指示するための転送指示手段と、前記転送指示手段の
指示に応じて前記コード記憶手段に記憶されたデータを
転送制御する転送制御手段と、を具備した入力装置と、
前記入力装置の前記出力手段から入力されたデータを画
像に重畳して表示手段に表示可能とすると共に、前記転
送制御手段により転送する第１の画像処理装置と、前記
第１の画像処理装置から前記転送制御手段により転送さ
れたデータを画像に重畳して表示手段に表示可能とする
第２の画像処理装置と、を具備したことを特徴としてい
る。本発明の請求項４に記載の入出力処理方法は、所定
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の項目のデータを入力する入力工程と、前記入力工程で
入力されたデータを記憶するコード記憶工程と、前記コ
ード記憶工程で記憶されたデータを第１の画像処理装置
に出力する出力工程と、前記出力工程から入力されたデ
ータを画像に重畳して表示工程で表示する第１の画像処
理工程と、前記出力工程から出力された前記コード記憶
工程のデータを転送するように指示するための転送指示
工程と、前記転送指示工程の指示に応じて前記コード記
憶工程で記憶されたデータを転送制御する転送制御工程
と、前記転送制御工程により前記出力工程から入力され
たデータを第２の画像処理装置に転送する転送工程と、
前記第１の画像処理装置から前記転送制御工程により転
送されたデータを画像に重畳して表示工程で表示する第
２の画像処理工程と、を具備したことを特徴としてい
る。また、本発明の請求項５に記載の入力装置は、画像
信号及び文字情報のイメージデータが含まれる信号を入
力する入力手段と、前記入力手段により入力された前記
信号を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された
前記信号を読み出して画像として表示手段に表示可能に
処理し、画像信号として出力する画像処理手段と、前記
表示手段に表示される画像のうち前記文字情報を表示し
ている領域を選択する文字領域選択手段と、前記文字領
域選択手段で選択された領域のデータから文字認識を行
う文字認識手段と、前記文字認識手段により認識された
文字情報を前記画像信号に関連する第２の画像に関連付
けて第２の記憶手段に記憶させる制御手段と、を具備し
たことを特徴としている。本発明の構成により、患者情
報等の所定の項目のデータを入力する手間を軽減可能な
入力装置、入出力処理装置及び入出力処理方法を実現す
る。
【０００７】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態について説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図３は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は超音波診断装置の概略構成を
説明する外観説明図、図２は図１の超音波診断装置の回
路ブロック図、図３は図２の超音波診断装置での患者情
報の転送処理を示すフローチャートである。本実施の形
態では、入出力処理装置として超音波診断装置に適用す
る。
【０００８】図１に示すように本発明の第１の実施の形
態を備えた超音波診断装置１は、体腔内に挿入される挿
入部２を備えた超音波内視鏡３と、前記超音波内視鏡３
で得られた被写体像を信号処理して内視鏡画像を得るビ
デオプロセッサ４と、前記超音波内視鏡３からの超音波
エコー信号を信号処理して得た超音波画像を前記ビデオ
プロセッサ４で得た内視鏡画像と選択的に切り替えて、
もしくは両方同時に表示手段であるモニタ５に表示する
超音波診断装置本体（以下、装置本体）６と、前記ビデ
オプロセッサ４及び装置本体６に患者ＩＤや名前等の患



(4) 特開２００１－３５０５６３

10

20

30

40

50

5
者情報を入力する入力装置としてのキーボード７とから
主に構成される。尚、前記ビデオプロセッサ４は、装置
本体６とは別にモニタ５に接続して内視鏡画像を表示さ
せることが可能である。
【０００９】前記超音波診断装置１は、前記キーボード
７により操作することで内視鏡画像と超音波画像とを切
り替えて、もしくはサブスクリーン機能により１つの画
面で両方同時に表示可能となっている。そして、内視鏡
画像と超音波画像とも患者情報として患者識別用ＩＤ番
号、患者名などの各種の文字情報の入力を行って診断を
行っている。
【００１０】図２に示すように前記装置本体６は、前記
超音波内視鏡３に対して超音波の送受を行う送受信回路
１１と、この送受信回路１１からの超音波エコーデータ
に基づき超音波画像を生成し、生成した超音波画像を前
記ビデオプロセッサ４からの内視鏡画像と切り替えて、
もしくは両方同時に表示可能な表示回路１２と、前記キ
ーボード７からの入力に基づき、装置本体６内を制御す
るＣＰＵ１３とから構成される。
【００１１】前記ＣＰＵ１３の制御により前記表示回路
１２は、入力手段として前記キーボード７の各種入力操
作キー２１から入力される患者ＩＤや名前等の患者情報
である文字情報を超音波画像に重畳するようになってい
る。前記キーボード７には、従来からの各種入力操作キ
ー２１に加え、この入力操作キー２１の操作により入力
された患者情報をコードデータとして記憶するコード記
憶部２２と、前記コード記憶部２２に記憶された患者デ
ータを前記装置本体６から前記ビデオプロセッサ４に転
送するための転送制御キー２３と、この転送制御キー２
３及び前記各種入力操作キー２１の操作に基づき、キー
ボード７内を制御するＫＢＣＰＵ２４とから主に構成さ
れる。尚、キーボード７に設けたプリセット制御キー２
５は、前記転送制御キー２３の操作によらず、超音波診
断装置１及びビデオプロセッサ４双方にＩＤ等を入力す
ること、超音波診断装置１に対してのみＩＤ等を入力す
ること、更にビデオプロセッサ４に対してのみＩＤ等を
入力することも選択可能である。
【００１２】このように構成された本実施の形態の超音
波診断装置１の作用について図３のフローチャートを用
い、図１及び図２を参照して説明する。先ず、被検者の
体腔内に図１に示す超音波内視鏡３の挿入部２を挿入
し、超音波走査を行う。図２に示す装置本体６は、送受
信回路１１により超音波内視鏡３から超音波を送信し、
超音波の反射波を送受信回路１１で受信する。そして、
受信した超音波エコーデータを表示回路１２により信号
処理して得た超音波画像をモニタ５に表示させる。
【００１３】ここで、図３に示すフローチャートに従
い、キーボード７から患者情報の入力を行う。先ず、キ
ーボード７の入力操作キー２１よりＩＤ入力を行う（ス
テップＳ１）。そして、この入力を入力操作キー２１の
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図示しないエンターキーにより確定することで、ＩＤ情
報がコード記憶部２２に書き込まれる（ステップＳ
２）。これと共にキーボード７のＫＢＣＰＵ２４を介し
て装置本体６のＣＰＵ１３にＩＤ情報が転送され、この
ＣＰＵ１３からの制御を受けた表示回路１２により、Ｉ
Ｄが超音波画像上の所定位置に重畳されモニタ５に表示
される。
【００１４】次にキーボード７の入力操作キー２１より
名前の入力を行う（ステップＳ３）。この入力を入力操
作キー２１の図示しないエンターキーにより確定するこ
とで、名前情報がコード記憶部２２に書き込まれる（ス
テップＳ４）。これと共にキーボード７のＫＢＣＰＵ２
４を介して装置本体６のＣＰＵ１３に名前情報が転送さ
れ、このＣＰＵ１３からの制御を受けた表示回路１２に
より、名前が超音波画像上の所定位置に重畳され、モニ
タ５に表示される。これにより、超音波画像上にＩＤと
名前が重畳される。
【００１５】ここで、この超音波画像上に入力したＩＤ
と名前をこの超音波画像に関連した内視鏡画像に重畳す
るためにビデオプロセッサ４に転送する。キーボード７
の転送制御キー２３を押下操作すると、キーボード７の
ＫＢＣＰＵ２４が前記転送制御キー２３が押下されたこ
とを検知する（ステップＳ５）。そして、キーボード７
のコード記憶部２２からＩＤ、名前の情報が読み出され
（ステップＳ６）、ＫＢＣＰＵ２４、ＣＰＵ１３を介し
てビデオプロセッサ４に転送され（ステップＳ７）、終
了する（ステップＳ８）。
【００１６】このように転送されたＩＤ、名前の情報
は、ビデオプロセッサ４で内視鏡画像の所定位置に重畳
されモニタ５に表示されるように処理される。尚、図３
のフローチャートでは、ＩＤ及び名前のみを転送する例
を挙げたが、性別・年齢の他、ＣＰＵ１３自身が生成可
能な日時の情報も同様に転送可能であることは言うまで
もない。
【００１７】この結果、ＩＤ等の患者情報の入力を１度
するだけで、超音波画像及び内視鏡画像に入力すること
ができ、術者の入力する手間を軽減することができる。
従って、使い勝手の良い装置を実現することができる。
【００１８】尚、本実施の形態では超音波診断装置１に
本発明を適用し、装置本体６（超音波診断装置本体６）
を介してビデオプロセッサ４で処理して得た内視鏡画像
にキーボード７の入力操作キー２１で入力した患者情報
を転送するように構成しているが、本発明はこれに限定
されず、ビデオプロセッサ４を介して装置本体６で得た
超音波画像に患者情報を転送するようにしても良い。ま
た、超音波診断装置１だけでなく画像ファイリング装置
等、患者情報等の文字情報を重畳した画像を表示、記
録、保存、検索等する各種装置に適用しても良い。
【００１９】（第２の実施の形態）図６は本発明の第２
の実施の形態に係る超音波診断装置の回路ブロック図で
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7
ある。上記第１の実施の形態では、キーボード７の入力
操作キー２１より入力し、超音波画像に重畳した患者情
報を内視鏡画像に重畳するために、ビデオプロセッサ４
に転送するように構成しているが、本第２の実施の形態
では内視鏡画像に表示されている患者情報を装置本体で
取り込んで超音波画像に重畳するように構成する。
【００２０】即ち図６に示すように本第２の実施の形態
の超音波診断装置１００は、図１で説明したのと同様な
超音波内視鏡３及びビデオプロセッサ４を備え、前記ビ
デオプロセッサ４で得た内視鏡画像を取り込んでこの内
視鏡画像上の所定位置に表示される患者ＩＤや名前等の
患者情報を超音波画像上の所定位置に重畳する装置本体
１０１と、前記ビデオプロセッサ４からの内視鏡画像を
取り込むための指示を与えるキーボード１０２とから主
に構成される。
【００２１】前記装置本体１０１は、ビデオプロセッサ
４からの内視鏡画像を入力する入力手段としてのＡ／Ｄ
コンバータ１１１と、前記Ａ／Ｄコンバータ１１１でＡ
／Ｄ変換された内視鏡画像を書き込む画像メモリ１１２
と、この画像メモリ１１２に書き込まれた内視鏡画像か
ら患者情報の領域を選択する領域選択部１１３と、この
領域選択部１１３で選択された領域から患者情報の文字
認識を行う文字認識部１１４と、この文字認識部１１４
で認識された患者情報をコードデータとして記憶するコ
ード記憶部１１５と、前記超音波内視鏡３に対して超音
波の送受を行う送受信回路１１６と、この送受信回路１
１６からの超音波エコーデータに基づき超音波画像を生
成し、前記コード記憶部１１５から読み出された患者情
報を重畳してモニタ５に表示可能な表示回路１１７と、
装置本体１０１内を制御するＣＰＵ１１８とから主に構
成される。
【００２２】前記キーボード１０２は、前記ビデオプロ
セッサ４からの内視鏡画像を取り込むための取り込み制
御キー１２１と、この取り込み制御キー１２１の押下操
作を検知して、前記装置本体１０１のＣＰＵ１１８に前
記ビデオプロセッサ４からの内視鏡画像を取り込むため
の指示を与えるＫＢＣＰＵ１２２とから構成される。
【００２３】このように構成された本実施の形態の超音
波診断装置１００の作用について説明する。先ず、第１
の実施の形態と同様に被検者の体腔内に超音波内視鏡３
の挿入部２を挿入し、超音波走査を行う。装置本体１０
１は、送受信回路１１６により超音波内視鏡３から超音
波を送信し、超音波の反射波を送受信回路１１６で受信
する。そして、受信した超音波エコーデータを表示回路
１１７により信号処理して得た超音波画像をモニタ５に
表示させる。
【００２４】ここで、この超音波画像に関連した内視鏡
画像上に表示されている患者情報を超音波画像上に取り
込む。尚、前記ビデオプロセッサ４には、上記第１の実
施の形態で説明したのと同様なキーボード１０２により
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予め内視鏡画像に患者情報が入力されている。
【００２５】キーボード１０２の取り込み制御キー１２
１を押下操作すると、キーボード１０２のＫＢＣＰＵ１
２２が前記取り込み制御キー１２１が押下されたことを
検知し、キーボード１０２のＫＢＣＰＵ１２２は装置本
体１０１のＣＰＵ１１８にビデオプロセッサ４からの内
視鏡画像を取り込むための指示を与える。装置本体１０
１のＣＰＵ１１８は、画像メモリ１１２にＡ／Ｄコンバ
ータ１１１を介して内視鏡画像を書き込ませる。
【００２６】領域選択及び文字認識は、以下に記載する
ように行われる。超音波画像中における断層画像部分や
血流画像部分は一般に輝度値が分散されているため、閾
値を適当に設定し、更に所定のフィルタリングを使用す
れば患者情報等の文字認識を行える。
【００２７】画像メモリ１１２に内視鏡画像が書き込ま
れると、領域選択部１１３は内視鏡画像内における基準
情報の存在位置を特定する。つまり、画像内の文字情報
の表示位置が一定しない場合でも文字認識を正確に行う
ために、最初に基準情報が探索される。本実施の形態で
は“ＩＤ”という各画像で常に表示されている図形を基
準情報として採用している。即ち、画像内には、常に
“ＩＤ：××××”の表示があり（例えば、ＩＤ番号は
４桁）、その頭の２文字“ＩＤ”を基準情報としてい
る。具体的には、画像に対して複数の基準情報探索用ウ
インドウを設定し、どのウインドウ内に基準情報“Ｉ
Ｄ”が含まれるか否かを判断している。尚、画像同期ず
れなどに起因して、各画像間において文字情報の位置が
変動することがあるが、本実施の形態の基準情報の取得
によれば、そのような変動に影響されずに、文字認識を
行える利点もある。
【００２８】以上の処理により基準情報の位置が取得さ
れると、その基準情報の位置（基準座標）に対する位置
関係から、ＩＤ番号及び患者名等の患者情報の位置を容
易に特定できる。すなわち、文字認識を行うべき領域を
特定できる。ここで、各文字情報は、通常複数の文字
（文字、記号、数字）で構成されている。そこで、各文
字を切り出すために、セグメンテーション処理が実行さ
れる。例えば４桁のＩＤ番号に対して文字認識を行う場
合には、ここの文字に対応して、文字情報が４つのブロ
ックに分離される。そして、各ブロック内の図形が文字
認識部１１４に内臓されている図示しないワークエリア
（メモリ内記憶領域）に保存される。
【００２９】次に、保存された各ブロック（図形）が個
々に読み出され、パターン比較による文字認識が実行さ
れる。この文字認識に当たっては、本実施の形態では、
特徴量抽出による大分類処理を用いている。具体的に
は、セグメンテーション処理で切り出された各ブロック
を上下方向に複数段（例えば４段）に分割し、分割され
たブロック要素内での図形の特徴量を抽出することによ
って、すべての文字パターンの中から一致性の高いいく
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9
つかの文字パターンを候補として絞り込んでいる。ここ
で、各文字パターンは、特徴量毎に予め分類化され、テ
ーブルとして保持される。
【００３０】そして、セグメンテーション処理で切り出
されたブロック内の図形に対して、候補となった各文字
のパターン毎にいわゆるハミング距離Ｈｄを演算しつつ
パターン比較を行う。次に、ハミング距離Ｈｄが一番小
さい文字パターン判定され、その結果、当該図形がいか
なる文字であるか認識されることになる。そして、異常
の処理が各図形に対して実行され、最終的に文字情報の
内容が認識される。尚、文字認識の方法は、各種の方法
が適用できる。但し、上述の方法を採用することで、迅
速な文字認識を実現できる。
【００３１】文字が認識されると、コード記憶部にＩＤ
情報や患者名等の患者情報が記憶される。更にその記憶
された患者情報がＣＰＵ１１８の制御によってコード記
憶部１１５から読み出され、読み出された患者情報が表
示回路１１７で超音波画像上の所定位置に重畳されて、
モニタ５の超音波表示画像上に表示される。
【００３２】この結果、内視鏡画像上に表示されている
ＩＤ等の患者情報を超音波画像上に取り込むことがで
き、術者の入力する手間を軽減することができる。従っ
て、使い勝手の良い装置を実現することができる。
【００３３】尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
【００３４】［付記］
（付記項１）  所定の項目のデータを入力する入力手段
と、前記入力手段で入力されたデータを記憶するコード
記憶手段と、前記コード記憶手段に記憶されたデータを
第１の装置に出力する出力手段と、前記出力手段から出
力された前記コード記憶手段のデータを前記第１の装置
から第２の装置に転送するように指示するための転送指
示手段と、前記転送指示手段の指示に応じて前記第１の
装置から前記第２の装置に転送制御する転送制御手段
と、を具備したことを特徴とする入力装置。
【００３５】（付記項２）  所定の項目のデータを入力
する入力手段と、前記入力手段で入力されたデータを記
憶するコード記憶手段と、前記コード記憶手段に記憶さ
れたデータを出力する出力手段と、前記出力手段から出
力された前記コード記憶手段のデータを所定の装置に転
送するように指示するための転送指示手段と、前記転送
指示手段の指示に応じて前記コード記憶手段に記憶され
たデータを前記所定の装置に転送制御する転送制御手段
と、を具備した入力装置と、前記入力装置の前記出力手
段から入力されたデータを画像に重畳して表示手段に表
示可能とすると共に、前記転送制御手段により前記所定
の装置に転送する画像処理装置と、を具備したことを特
徴とする入出力処理装置。
【００３６】（付記項３）  所定の項目のデータを入力
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する入力手段と、前記入力手段で入力されたデータを記
憶するコード記憶手段と、前記コード記憶手段に記憶さ
れたデータを出力する出力手段と、前記出力手段から出
力された前記コード記憶手段のデータを転送するように
指示するための転送指示手段と、前記転送指示手段の指
示に応じて前記コード記憶手段に記憶されたデータを転
送制御する転送制御手段と、を具備した入力装置と、前
記入力装置の前記出力手段から入力されたデータを画像
に重畳して表示手段に表示可能とすると共に、前記転送
制御手段により転送する第１の画像処理装置と、前記第
１の画像処理装置から前記転送制御手段により転送され
たデータを画像に重畳して表示手段に表示可能とする第
２の画像処理装置と、を具備したことを特徴とする入出
力処理装置。
【００３７】（付記項４）  所定の項目のデータを入力
する入力工程と、前記入力工程で入力されたデータを記
憶するコード記憶工程と、前記コード記憶工程で記憶さ
れたデータを第１の画像処理装置に出力する出力工程
と、前記出力工程から入力されたデータを画像に重畳し
て表示工程で表示する第１の画像処理工程と、前記出力
工程から出力された前記コード記憶工程のデータを転送
するように指示するための転送指示工程と、前記転送指
示工程の指示に応じて前記コード記憶工程で記憶された
データを転送制御する転送制御工程と、前記転送制御工
程により前記出力工程から入力されたデータを第２の画
像処理装置に転送する転送工程と、前記第１の画像処理
装置から前記転送制御工程により転送されたデータを画
像に重畳して表示工程で表示する第２の画像処理工程
と、を具備したことを特徴とする入出力処理方法。
【００３８】（付記項５）  画像信号及び文字情報のイ
メージデータが含まれる信号を入力する入力手段と、前
記入力手段により入力された前記信号を記憶する記憶手
段と、前記記憶手段に記憶された前記信号を読み出して
画像として表示手段に表示可能に処理し、画像信号とし
て出力する画像処理手段と、前記表示手段に表示される
画像のうち前記文字情報を表示している領域を選択する
文字領域選択手段と、前記文字領域選択手段で選択され
た領域のデータから文字認識を行う文字認識手段と、前
記文字認識手段により認識された文字情報を前記画像信
号に関連する第２の画像に関連付けて第２の記憶手段に
記憶させる制御手段と、を具備したことを特徴とする入
力装置。
【００３９】（付記項６）  前記入力手段に前記信号を
取り込むための指示を行う取り込み制御入力手段を設
け、この制御入力手段を操作することで前記入力手段よ
り取り込んだ前記信号を前記記憶手段に記憶させること
を特徴とする付記項７に記載の入出力処理装置。
【００４０】（付記項７）  内視鏡と組み合わされ、生
体に対して超音波を送受波し、得られた受信信号を処理
して、超音波画像を表示する超音波診断装置において患
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者情報データを入力し記憶する患者情報保持手段及びこ
の患者情報保持手段に記憶されたデータを所定の装置に
転送するように指示するための患者情報転送制御手段を
キーボードに設けたことを特徴とする超音波診断装置。
【００４１】（付記項８）  内視鏡と組み合わされ、生
体に対して超音波を送受波し、得られた受信信号を処理
して、超音波画像を表示する超音波診断装置において患
者情報データを入力する入力手段と、前記入力手段で入
力されたデータを記憶するコード記憶手段と、前記コー
ド記憶手段に記憶されたデータを第１の装置に出力する
出力手段と、前記出力手段から出力された前記コード記
憶手段のデータを前記第１の装置から第２の装置に転送
するように指示するための転送指示手段と、前記転送指
示手段の指示に応じて前記第１の装置から前記第２の装
置に転送制御する転送制御手段と、を具備したことを特
徴とする超音波診断装置。
【００４２】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、キ
ーボード（入力手段）に設けたコード記憶部及び転送制
御キーにより装置本体（超音波診断装置本体）からビデ
オプロセッサにＩＤ等の患者情報を転送することが可能
となり、術者の文字入力の手間を軽減することができる
ので、操作性が向上した超音波診断装置（入出力処理装
置）を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】超音波診断装置の概略構成を説明する外観説明
図
【図２】図１の超音波診断装置の回路ブロック図
【図３】図２の超音波診断装置での患者情報の転送処理
を示すフローチャート
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る超音波診断装
置の回路ブロック図
【図５】従来の超音波の表示画像を示す説明図
【図６】従来の内視鏡の表示画像を示す説明図
【符号の説明】
１           …超音波診断装置
２           …挿入部
３           …超音波内視鏡
４           …ビデオプロセッサ
５           …モニタ（表示手段）
６           …装置本体（超音波診断装置本体）
７           …キーボード（入力装置）
１１         …送受信回路
１２         …表示回路
１３         …ＣＰＵ
２１         …入力操作キー（入力手段）
２２         …コード記憶部（コード記憶手段）
２３         …転送制御キー（転送指示手段）
２４         …ＫＢＣＰＵ（転送制御手段）
２５         …プリセット制御キー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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